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クレームはすべてカスタマーハラスメントになりますか？Q
クレームには「正当なクレーム」と嫌がらせを目的とした

「悪質なクレーム」があります。A

カスハラの定義や判断基準を職場で共有し、カスハラの定義や判断基準を職場で共有し、安心して働ける環境 安心して働ける環境 を整えましょう。を整えましょう。

カスタマーハラスメントとは 
　(1) 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う　
　(2) 社会通念上許容される範囲を超えた言動で　　　　
　(3) 労働者の就業環境が害されるもの

の３要素をすべて満たす
行為を言います。

カスハラ！

顧客の
発言

要求内容が理解できる
妥当性がある

正当な手段による要望 正当なクレーム

暴力・暴言・人権侵害
など 手段に問題あり

要求内容が理解できない
妥当性がない

正しく対処することで顧客と企業双方にメリット

エスカレートすると犯罪行為にもなりかねない
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